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　　営業を再開した和紙の里より
　　　緑深に感じる、戻りつつある村の風景
　～新型コロナウイルスで静かになった村、風通る～

（村民カメラマン：栗島　光政　氏　撮影）



新しい生活様式を
取り入れよう！

～今、私たちにできることを考えましょう～

　緊急事態宣言は解除となりましたが、
新型コロナウイルス感染症の拡大はまだ
予断を許さない状態です。
　今、私たちに求められているのは「新
しい生活様式」を続けることです。
　先月号の表紙をもとに、生活に取り入
れてほしい事項を解説します！

人との距離を取り、密を防
ぐことにより感染予防がで
きます。友人と距離をとる
ことは心苦しいですが、心
の距離はいつでも隣です。

出かけた後または作業後に「手洗
い・うがい・消毒」をすることが
大切です。菌を除去するため、習
慣にしましょう。

身の回りの消毒も忘
れずに！みんなが触
る箇所をこまめにふ
き取りして、感染拡
大防止に努めましょ
う。 ア ル コ ー ル、 も
しくは薄めた漂白剤
などが効果的です。

暑い夏、マスクをし続
けることは容易ではな
い で し ょ う。 し か し、
マスクも飛沫防止にな
りますので、運動や作
業中以外は常に着用を
心掛けましょう。ただ
し、熱中症には十分注
意を。

また、不要不急の外出を避
け、調子が悪い時は無理を
せず、自宅で過ごしましょ
う。健康管理もしっかりし
て、ウイルスに負けない身
体づくりをすることが大切
です。気持ちも負けずに強
い心で毎日を！

　そのほかにもできることを模索しつつ、新しい生活様式で毎日をお過ごしく
ださい。家族、友人等で話し合いをして決めるのも良いと思います。その際は、ソー
シャルディスタンスを忘れずに・・・。

疫
病
退
散
に
ご
利
益
が
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る「
ア
マ
ビ
エ
様
」。
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　７月１日現在、村内で発注されている
道路工事等です。ご迷惑をおかけいたしま
すが、ご理解ご協力をお願いいたします。

土木工事等のお知らせ 世帯と人口　５月中の人口動態
世　帯 １，０９５ 転　入 ０ 転　出 ２
人　口 ２，７４３ 出　生 １ 死　亡 ２
男 １，３９２ ※世帯と人口は６月１日現在、

　その他は５月中の動きです。女 １，３５１

もくじ

県発注工事等
・災害復旧工事（１災４９号）�【安戸地内】
・災害復旧工事（１災５０号・５１号）

【安戸地内】
・災害復旧工事（１災５７号）�【皆谷地内】
・災害復旧工事
　　（１災５８号・５９号・６４号）

【白石地内】
・災害復旧工事（１災６０号・６１号）

【坂本地内】
・災害防除工事（皆谷工区）� 【皆谷地内】
・舗装指定修繕工事（坂本工区）

【坂本地内】
村発注工事等
・災害復旧工事（山支平線）� 【御堂地内】
・災害復旧工事（萩平線）� 【御堂地内】

問合せ　
　　建設課　☎８２－１２２２

東秩父村教育委員会開催のお知らせ
　東秩父村教育委員会を下記日程で開催します。

記
日　時　７月３０日（木）　午後１時３０分～
場　所　役場２階新会議室
問合せ　教育委員会事務局　☎８２－１２３０

新しい生活様式を取り入れよう！…………………… 　２

もくじ…………………………………………………… 　３

東秩父村長選挙および議会議員補欠選挙…………… 　４

村トピ～催事・議会報告～…………………………… 　５

くらしの情報…………………………………… 　６～　７

各課からのお知らせ…………………………… 　８～　９

みんなのページ………………………………………… １０

お知らせコーナー……………………………… １１～１３

各種事業のお知らせ…………………………… １４～１５

村民カメラマンを募集します………………………… １６

「もりのゆうびんポスト」
　　　　　　　原　　京子　作
　　　　　　　高橋　和枝　絵
【内容紹介】
　おじいちゃんの家の近くの森で、
ふしぎなポストをみつけたまゆ。ポ
ストにてがみをいれてみると、へん
じがかえってきてびっくり。へんじ
をくれたのは、なんと、きつねの子
コンタくんでした。ふたりはともだ
ちになって……。
　だれかにおてがみをかきたくなるおはなし
です。ぜひよんでみてくださいね。

～　今月のおすすめ本　～
図書館からのお知らせ

3



　任期満了（９月６日）に伴う東秩父村長選挙およ
び東秩父村議会議員補欠選挙が、８月１８日に告示
され８月２３日に投開票が行われます。
　今月号では、選挙日程および立候補予定者説明会
等についてお知らせします。投票については、来月
号で詳しくお知らせします。

◆
立
候
補
予
定
者
説
明
会

　

７
月
22
日
（
水
）
午
後
１
時
30
分

　

会
場
＝
東
秩
父
村
役
場
会
議
室

◆
立
候
補
届
の
事
前
審
査

　

８
月
14
日
（
金
）

　

午
前
10
時
か
ら
正
午
ま
で

　

会
場
＝
東
秩
父
村
役
場
会
議
室

◆
選
挙
人
名
簿
登
録
基
準
日

　

８
月
17
日
（
月
）

◆
選
挙
期
日
の
告
示
《
立
候
補
届
の
受
付
日
》

　

８
月
18
日
（
火
）

　

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で

◆
選
挙
日
《
投
票
日
》

　

８
月
23
日
（
日
）

　

午
前
７
時
か
ら
午
後
８
時
ま
で

◆
選
挙
会
《
開
票
》

　

８
月
23
日
（
日
）
午
後
９
時
か
ら

　

場
所
＝
東
秩
父
村
役
場
会
議
室

　

東
秩
父
村
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
立
候
補

の
届
出
を
間
違
い
な
く
確
実
に
行
っ
て
い
た
だ

く
た
め
、
７
月
22
日
（
水
）
午
後
１
時
30
分
か

ら
東
秩
父
村
役
場
２
階
会
議
室
で
立
候
補
予
定

者
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

村
長
選
挙
お
よ
び
議
会
議
員
補
欠
選
挙
に
立

候
補
を
予
定
さ
れ
て
い
る
方
、
な
ら
び
に
そ
の

推
薦
者
の
方
は
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

当
日
は
、
立
候
補
届
出
や
選
挙
運
動
に
つ
い

て
の
説
明
と
、
立
候
補
の
届
出
に
必
要
な
諸
用

紙
を
お
渡
し
い
た
し
ま
す
。

　

説
明
会
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◆
立
候
補
届
の
提
出
方
法
に
つ
い
て

　

＝
村
選
挙
管
理
委
員
会

◆
選
挙
運
動
に
つ
い
て

　

＝
県
選
挙
管
理
委
員
会

◆
選
挙
運
動
用
自
動
車
等
に
つ
い
て

　

＝
小
川
警
察
署

◆
選
挙
運
動
用
通
常
は
が
き
の
使
用
に
つ
い
て

　

＝
日
本
郵
便
株
式
会
社
小
川
郵
便
局

　

今
回
の
選
挙
で
立
候
補
者
に
な
れ
る
方
は
、

平
成
７
年
８
月
24
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
で
す
。

な
お
、
村
議
会
議
員
立
候
補
者
に
な
れ
る
方
は

前
項
お
よ
び
本
村
に
引
き
続
き
３
ヵ
月
以
上
住

ん
で
い
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

「
投
票
で
き
る
方
」
が
満
18
歳
以
上
で
あ
る
の
に

対
し
、「
候
補
者
と
な
れ
る
方
」
は
、
年
齢
が
満

25
歳
以
上
と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
村
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

選
挙
管
理
委
員
会  

☎
82
‐
１
２
２
１

　

６
月
１
日
東
秩
父
村
選
挙
管
理
員
会
に
お
い

て
、
村
長
選
挙
お
よ
び
議
会
議
員
補
欠
選
挙
に

お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に

つ
い
て
協
議
い
た
し
ま
し
た
。

　

投
票
所
に
お
い
て
は
、
飛
沫
感
染
対
策
や
換

気
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

有
権
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
次
の
事
項
に
つ
い

て
ご
理
解
い
た
だ
き
、
棄
権
す
る
こ
と
な
く
投

票
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
投
票
所
で
の
投
票
に
つ
い
て

　

•

マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

•
 

手
指
の
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
を
お
願
い
し
ま

す
。（
投
票
所
の
出
入
口
に
設
置
い
た
し
ま

す
）

　

•

咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

•
 

持
参
し
た
筆
記
用
具
（
黒
の
鉛
筆
）
で
投

票
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
感
染
が

懸
念
さ
れ
る
状
況
で
は
、
公
職
選
挙
法
第
48

条
の
２
第
１
項
第
６
号
の
事
由
に
該
当
し
、

期
日
前
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
帰
宅
後
に
つ
い
て

　

•

手
洗
い
・
う
が
い
等
を
お
願
い
し
ま
す
。

選

挙

の

日

程

立
候
補
予
定
者
説
明
会

立
候
補
は
満
25
歳
か
ら

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
つ
い
て
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村 ピ
ト

　６月１１日（木）、東秩父村は秩父税務署長から感謝状を授与されました。
　この授与は、令和２年２月から３月にかけて、当村で行われた所得税確
定申告事務において、ｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）による
申告データの円滑な引継ぎが行われたこと、住民サービス向上、行政の効
率化に多大な貢献をしたことによるものです。
　住民の皆様に、所得税確定申告事務への理解、協力をいただいた結果、
今回の感謝状が授与されました。今後も適正な課税を行ってまいりますの
で、引き続きよろしくお願いいたします。

東秩父村の
出来
事をご紹介秩父税務署長から感謝状

（ｅ－Ｔａｘによる申告データ送付）

６月村議会定例会報告
　令和２年第２回東秩父村議会定例会が６月４日に開かれ、条例改正等１２議案が審議
され、いずれの議案も原案どおり可決されました。

専  

決  

処  

分

◆
東
秩
父
村
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
２
年
法
律
第
５
号
）
が
、
令

和
２
年
３
月
31
日
に
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
東
秩
父
村
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

る
必
要
が
生
じ
た
の
で
、専
決
処
分
を
行
い
、

そ
の
承
認
を
求
め
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行

政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上

並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を

図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律（
令
和
元
年
法
律
第
16
号
）

の
施
行
に
伴
う
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情

報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平

成
14
年
法
律
第
１
５
１
号
）
の
一
部
改
正
に

よ
り
、
東
秩
父
村
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
た

の
で
、
専
決
処
分
を
行
い
、
そ
の
承
認
を
求

め
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令
（
令
和
２
年
政
令
第
１
０
９
号
）

が
、
令
和
２
年
３
月
31
日
に
公
布
さ
れ
た
こ

と
に
伴
い
、
東
秩
父
村
国
民
健
康
保
険
税

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
た
の

で
、
専
決
処
分
を
行
い
、
そ
の
承
認
を
求
め

る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
介
護
保
険
法
施
行
令
及
び
介
護
保

険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
２
年
政
令

第
98
号
）
が
、
令
和
２
年
３
月
30
日
に
公
布

さ
れ
同
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と

に
伴
い
、
東
秩
父
村
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
、
専
決
処

分
を
行
い
、そ
の
承
認
を
求
め
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
２
年
法
律
第
26
号
）
が
、
令

和
２
年
４
月
30
日
に
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
東
秩
父
村
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

必
要
が
生
じ
た
の
で
、
専
決
処
分
を
行
い
、

そ
の
承
認
を
求
め
る
も
の
で
す
。

◆
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

（
内
容
）
特
別
定
額
給
付
金
事
業
等
に
伴
い
、

令
和
２
年
度
東
秩
父
村
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
を
編
成
す
る
必
要
が
生
じ
た
の

で
、
専
決
処
分
を
行
い
、
そ
の
承
認
を
求
め

る
も
の
で
す
。補  

正  

予  

算

◆
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ

れ
ぞ
れ
３
２
１
４
万
２
０
０
０
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

22
億
９
９
６
５
万
９
０
０
０
円
と
す
る
も
の

で
す
。

◆
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
16
万
３
０
０
０
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
４
億
５
１
６
万
３
０
０
０
円

と
す
る
も
の
で
す
。

条 

例 

改 

正 

等

◆
東
秩
父
村
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
当
該
感
染
症

に
感
染
し
た
被
保
険
者
等
が
休
業
し
や
す
い

環
境
を
整
え
る
た
め
、
臨
時
の
措
置
と
し
て

被
保
険
者
等
に
係
る
傷
病
手
当
金
の
支
給
に

係
る
規
定
を
追
加
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
村
が
行
う
後
期
高
齢
者
医
療
の
事

務
に
、
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

が
行
う
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感

染
し
た
被
保
険
者
等
に
係
る
傷
病
手
当
金
の

支
給
に
係
る
申
請
書
の
受
付
事
務
を
追
加
す

る
も
の
で
す
。

◆
埼
玉
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
の
規
約
変

更
に
つ
い
て

（
内
容
）
鴻
巣
行
田
北
本
環
境
資
源
組
合
の

名
称
変
更
に
伴
い
、
埼
玉
県
市
町
村
総
合
事

務
組
合
規
約
を
変
更
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ

い
て

（
内
容
）
東
秩
父
村
教
育
委
員
会
委
員
の
田

中
俊
哉
氏
が
、
令
和
２
年
７
月
31
日
を
も
っ

て
任
期
満
了
と
な
る
た
め
、
新
た
に
大
澤
宣

彦
氏
を
任
命
す
る
も
の
で
す
。
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く
ら
し
の
情
報

　村では、次のとおり令和２年度東秩父村職員採用試験を行います。

◆採用予定年月日　　　令和３年４月１日

◆採 用 予 定 人 数　　　一般事務職　　若�干�名

◆受験資格　
　＜一般事務職＞
　 　昭和５５年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短大（専門学校等で就学２年
以上を含む）、高校を卒業した人、または令和３年３月末までに卒業見込みの人
　※次のいずれかに該当する人は受験できません。
　ア　日本国籍を有しない人
　イ　地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する人

◆試験の方法
　１　第１次試験（教養試験および職場適応検査）
　　　①期日　　令和２年１０月１８日（日）
　　　②場所　　東秩父村役場または保健センター
　２　第２次試験（作文試験および面接試験）
　　　第１次試験合格者のみ実施します。
　　　①期日　　令和２年１１月中旬から下旬予定
　　　②場所　　東秩父村役場
　３　第３次試験（面接試験）
　　　第２次試験合格者のみ実施します。
　　　①期日　　令和２年１２月中旬から下旬予定
　　　②場所　　東秩父村役場

◆受験手続
　ア　応募書類
　　　職員採用試験申込書（８月１０日（祝・月）より役場総務課宛てに郵送請求してください。）
　イ　応募書類の請求
　　�　封筒の表に「職員採用試験申込書請求」と朱書きし、返信用封筒（Ａ４サイズ）に切手１２０
円分を貼り、同封してください。

　ウ　申込手続
　　�　申込書に必要な事項を記入し、役場総務課宛てに郵送申込をお願いします。なお、封筒の表に「採
用試験申込書在中」と朱書きしてください。申込者には後日受験票を郵送します。

　エ　受付期間
　　　令和２年８月１０日（水）～３１日（月）
　　　※８月３１日（月）までの消印のあるものまで有効とします。

◆合格発表
　　�　第１次試験の合否については、１０月下旬に受験者全員に対して合否を通知するほか、合格者
については、合格者の受験番号を村ホームページに掲示します。第２次試験の合否については、
１２月上旬に、第３次試験については１月上旬に受験者全員に対して合否を通知するほか、合格
者については、合格者の受験番号を東秩父村役場掲示板および村ホームページに掲示します。

◆問合せ　　　総務課　☎８２－１２２１

村職員【一般事務職】を募集します
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く
ら
し
の
情
報 消防職員採用説明会を開催します

比企広域消防本部において消防職員採用説明会を開催します｡

１　日時
　　令和２年７月２８日（火）・２９日（水）
　　（午前の部）　午前９時～正午
　　（午後の部）　午後１時３０分～４時３０分
　　計４部開催します。希望する日程にてお申込みください。
２　場所
　　比企広域消防本部（東松山市大字上野本１３００ー１）
３　対象
　　１７歳～２５歳��消防の仕事に興味がある方（高校生や女性の方の参加も受付しています。）
４　説明内容
　　（１）業務説明　　（２）採用案内　　（３）先輩職員の声　　（４）公務員試験アドバイス
　　（５）個別相談会
５　申込み
（１）事前にお電話で申込をお願いします。
（２）「消防職員採用説明会の申込です」とお伝えいただくとスムーズに手続きできます。
（３）参加費無料、服装は自由とします。

６　問合せ（申込先）
　　比企広域消防本部管理課庶務係　☎２３－２２６５

村営住宅および合併処理浄化槽の使用料等の
口座振替について

　上記の使用料等について、使用者等の利便性の向
上を図り、下記金融機関の口座から振替できるよう
整備しましたので、ご希望の方は、下記までお問合
せください。専用の手続き用紙を送付いたします。
用紙がお手元に届きましたら、必要事項をご記入の
うえ、ご希望の口座のある下記金融機関にお申込み
ください。
　なお、振込口座の変更手続きについては、お申込
み日によってお時間をいただくこととなり、ご希望
の振替日から振替できないこともございますのでご
了承ください。

記

～口座振替ができる金融機関～
　　・埼玉りそな銀行
　　・りそな銀行
　　・武蔵野銀行
　　・東和銀行
　　・埼玉縣信用金庫
　　・埼玉中央農業協同組合
　　・ゆうちょ銀行

問合せ　　建設課　☎８２－１２２２

住基ネット関連サービス停止のお知らせ
　令和２年７月６日（月）に機器更改が行
われるため、住民基本台帳ネットワークの
稼働が停止となり下記の事務が利用できな
くなります。

記

・�マイナンバーカードの発行、破棄、継続
利用等の事務

・�マイナンバーカード、住民基本台帳カー
ドを用いた特例転入および特例転出

・住民票の写しの広域交付
・電子証明書の発行等の事務

　ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご
協力をお願いいたします。

問合せ　　住民福祉課
　　　　　☎８２－１２２６
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公共料金の減免について
　今般の新型コロナウイルス感染防止のため、外出や行事等の自粛にご理解をいただきありがとうござ
います。
　村では、村民生活や経済活動を支援するため村簡易水道使用料と村設置合併処理浄化槽の使用料につ
いて、減免を行います。
　今後、再度の緊急事態宣言が発令され、今回同様の事態になった場合も使用料の減免等の措置を検討
します。そのため、単独槽や汲み取り式便槽から合併処理浄化槽への転換をご検討いただき、村の清流
を次世代に引き継いでいくことにご協力をお願いいたします。
　減免内容は次のとおりで、今回の減免措置については、申込手続きは不要です。

項目 村簡易水道使用料 村設置合併処理浄化槽使用料
対象者 すべての申込者のうち減免期間に使用しているもの（村の公共施設は除外）
減免期間 令和２年６月１日　から　令和２年９月３０日　までの　４か月分
減免内容 基本料金とメーター使用料を免除 使用料の半額を免除

減免の例

メ
ー
タ
ー
口
径
別
水
道
使
用
料

の
減
免
の
例

基本料金 メーター
口径

メーター
使用料 小計 消費税等 1か月あたり

の減免額
4か月あたり
の減免額

1,400 円

13㎜ 80 円 1,480 円 148 円 1,628 円 6,512 円
20㎜ 140 円 1,540 円 154 円 1,694 円 6,776 円
25㎜ 150 円 1,550 円 155 円 1,705 円 6,820 円
30㎜ 250 円 1,650 円 165 円 1,815 円 7,260 円
40㎜ 400 円 1,800 円 180 円 1,980 円 7,920 円
50㎜ 800 円 2,200 円 220 円 2,420 円 9,680 円

浄化槽使用料
の減免の例

人槽 1か月の基本使用料
（税込み）

1か月あたりの
減免額（半額）

4か月あたりの
減免額

１０人槽以下の場合 2,600 円 1,300 円 5,200 円

減免スケジュール
月

項目 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月

減免期間
水道料金
支払
浄化槽
料金支払

※９月使用分の口座振替期日は、１１月２日（月）となります。
問合せ　　建設課　☎８２－１２２２

＊各課からのおしらせ＊

通常 通常減免期間

４月分 ５月分 10月分９月分８月分７月分６月分

４・５月分 ６・７月分 ８・９月分

11月分

10・11月分
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手芸教室
「レジンでアクセサリーを作ろう」
　今回の手芸教室では、樹脂でアクセサリ
ーを作ります。
　和紙を使ったオリジナルのアクセサリー
を２回の講座で完成させてみませんか？
　みなさんの参加をお待ちしています。
日　　時　　７月２５日（土）・８月１日（土）
　　　　　　午前９時～１１時３０分（両日）
場　　所　　コミュニティセンター
　　　　　　やまなみ「集会室」
講　　師　　馬場　　章　氏
参  加  費　　１, ０００円（材料代）
募集人数　　村内在住の方　１０名
持  ち  物　　ピンセット、タオル、はさみ
申  込  み　　�７月１７日（金）までに教育

委員会事務局へお申込みくだ
さい。

そ  の  他　　�参加される方は必ずマスク着
用をお願いします。

　　　　　　�細かい作業なので、ある程度
の視力を必要とします。

　　　　　　�小学校高学年以上は保護者な
しで参加可能です。

問  合  せ　　教育委員会事務局
　　　　　　☎８２－１２３０

令和２年度敬老会　中止のお知らせ
　９月２１日（月・祝）に開催を予定
しておりました「令和２年度敬老会」
は、新型コロナウイルス感染拡大防止
の観点から、今年度は中止することと
いたしました。心待ちにされていた対
象者の皆さまにおかれましては、大変
申し訳ありませんが、なにとぞご理解
くださいますようお願い申し上げま
す。
問合せ　　社会福祉協議会
　　　　　☎８２－１２３８

百歳・米寿を迎えられた方
および金婚を迎えられたご夫婦をお祝いします

　社会福祉協議会では、百歳・米寿を迎え
られた方および金婚を迎えられたご夫婦を
対象に、お祝いとして記念品をお届けいた
します。
　今年度は新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から敬老会を開催しないため、記
念品をご自宅にお届けする対応を取らせて
いただきます。ご出席を予定されていた方々
につきましては、大変申し訳ありませんが、
あらかじめご了承ください。
　また、金婚を迎えられたご夫婦のお祝い
につきましては、事前のお申込みが必要と
なります。
　該当すると思われるご夫婦は、８月１７
日（月）までに、社会福祉協議会へご連絡
をお願いいたします。
　なお、準備の都合上、８月１７日を過ぎ
るとお祝いができませんので、ご注意くだ
さい。

金婚の対象となる夫婦
◆現在、東秩父村に在住で、昭和４５年１
月１日から１２月３１日までの間に婚姻届
を提出されたご夫婦。
◆この期間以前に結婚し、まだ当社協で金
婚のお祝いを受けていないご夫婦。なお、
東秩父村に本籍のないご夫婦には、戸籍の
全部事項証明（謄本）を提出していただき
ます。
申込み　　　社会福祉協議会

・問合せ　　☎８２－１２３８

第５８回東秩父村民体育祭
中止のお知らせ

　１０月１１日（日）に開催予定の「第
５８回東秩父村民体育祭」につきまし
ては、新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から、委員会等で十分な話し
合いを行った結果、中止することと判
断いたしました。
　昨年に引き続き開催に至らず、楽し
みにされていた皆さまに対し、深くお
詫び申し上げます。
　来年度については、２年分の企画を
お楽しみいただけるよう努めてまいり
ますので、どうぞご期待ください！
問合せ　　教育委員会事務局
　　　　　☎８２－１２３０

広報紙発行業務に対する皆さまの貴重なご意見をお待ちしております
　昨年４月号より広報紙のレイアウト等を変更しつつ、現在まで発行してきましたが、皆
さまの目にどのように映り、感じていらっしゃるのかご意見をいただけたら幸いです。
　些細なことでもかまいません。また、厳しいご意見もいただけると改善につながります。
様々なご意見をお待ちしております。
意見送付先　　kouhou@vill.higashichichibu.saitama.jp（広報担当専用アドレス）
　　　　　　　※匿名でもかまいません。
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人
権
シ
リ
ー
ズ

文

芸

    

白 

石 

短 

歌 

会

う
ぐ
ひ
す
と
時
鳥
と
の
合
唱
に

し
ば
し
コ
ロ
ナ
を
忘
れ
て
和
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
邉
美
枝
子

氏
神
の
森
で
ほ
と
と
ぎ
す
し
き
り
啼
く

コ
ロ
ナ
禍
の
中
季
は
移
り
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

坂
本　

美
江

新
緑
の
萌
え
る
中
に
一
本
の

心
和
ら
ぐ
唐と
う

楓か
え
で

柔
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
石　

礼
子

川
風
と
桜
木
陰
の
贈
り
も
の

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
の
集
い
健
や
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
邉
阿
里
子

（
皆
谷
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
に
於
い
て
）

369

 　
『
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
か
ら
見
え
た
も
の
』

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
昨
年
12
月
に
中
国
武
漢
市
に

お
い
て
確
認
さ
れ
、
そ
の
後
、
急
速
に
感
染
拡
大
し
て
世
界
的
な
大

流
行
と
な
っ
た
。
日
本
で
は
４
月
７
日
に
非
常
事
態
宣
言
が
発
令
さ

れ
不
要
不
急
の
外
出
自
粛
の
要
請
が
な
さ
れ
た
。
結
果
５
月
25
日
に

解
除
さ
れ
た
が
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
完
全
に
終
息
し
た
わ

け
で
は
な
く
、
今
後
再
発
す
る
で
あ
ろ
う
第
二
波
に
向
け
注
意
が
必

要
で
あ
る
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い

部
分
が
多
い
。
感
染
し
て
も
ほ
と
ん
ど
の
方
は
軽
症
も
し
く
は
無
症

状
で
経
過
し
回
復
す
る
が
、
一
部
の
方
は
重
篤
化
し
死
に
至
る
こ
と

も
あ
る
。
毎
日
の
よ
う
に
感
染
者
数
と
死
亡
者
数
が
報
道
さ
れ
て
お

り
、
感
染
症
に
対
す
る
危
機
感
を
抱
く
こ
と
は
大
切
だ
が
、
過
度
に

反
応
し
不
安
を
増
長
す
る
こ
と
で
問
題
は
発
生
す
る
。

　

例
え
ば
、
感
染
者
や
医
療
従
事
者
、
さ
ら
に
そ
の
方
の
家
族
に
対

す
る
誹
謗
中
傷
な
ど
が
見
ら
れ
た
。知
ら
ぬ
う
ち
に
感
染
し
て
し
ま
っ

た
方
、
感
染
へ
の
不
安
を
感
じ
な
が
ら
仕
事
を
し
て
い
る
方
に
対
し

て
何
ら
根
拠
な
く
差
別
や
偏
見
が
さ
れ
て
い
る
。
も
し
自
身
が
感
染

し
た
場
合
、
医
療
機
関
で
治
療
を
受
け
る
。
そ
の
こ
と
も
考
え
て
発

言
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
中
に
は
、
多
く
の
方
を
感
染
か
ら
守

る
正
義
感
か
ら
個
人
を
攻
撃
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。

　

人
は
不
安
が
募
る
と
き
自
分
に
有
意
な
情
報
を
求
め
、
無
意
識
に

差
別
や
偏
見
を
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
情
報
が
散
乱
す
る
社
会

に
お
い
て
社
会
か
ら
排
斥
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
を
意
識
し
、
情
報
を

選
択
し
行
動
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
。

　
　
　

東
秩
父
村
議
会
事
務
局
長　
　

山
崎　

充
弘

山
芽
吹
き
動
く
と
も
な
き
雲
白
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
山
け
さ
子

黄
に
芽
吹
き
枝
の
横
揺
れ
前
の
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋　

き
み

窓
に
山
芽
吹
き
ツ
ル
折
る
日
を
重
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
田　

久
子

晴
る
る
日
の
芋
植
ゑ
手
も
て
土
か
ぶ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
西
カ
ナ
メ

う
ら
ら
か
や
川
に
ゆ
ら
り
と
鯉
泳
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
村　

好
子

ホ
ー
ル
に
飾
り
武
者
人
形
の
構
へ
良
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西　
　

ツ
ル

川
沿
ひ
に
か
た
ま
り
咲
き
て
二
輪
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

馬
場　
　

芳

前
山
の
日
毎
若
葉
の
色
増
ゆ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飯
野　

ト
ヨ

山
桜
風
に
ゆ
る
ぎ
て
わ
づ
か
散
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木　

啓
子

谷
の
風
受
け
満
開
の
山
桜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋　

ツ
子

花
冷
の
夜
明
節
々
痛
み
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

𠮷
田　

愛
子

 

み
ど
う
の
杜
俳
句
会

杉
ほ
こ
に
積
り
す
ぐ
解
け
春
の
雪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
崎　

才
子

餡あ
ん

黄
粉
添
へ
手
作
り
の
蓬
餅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
口
利
江
子

畦
道
に
白
た
ん
ぽ
ぽ
の
増
え
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口　

侚
子

五
月
闇
狸
親
子
の
道
横
切
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
子　

圭
輔

間
道
に
牛
迷
ひ
を
り
蒸
し
暑
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岩
崎　

真
人

芽
吹
く
古
樹
塩
に
清
め
て
伐
採
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
宮　
　

勉

自
粛
籠
り
の
窓
開
け
放
ち
今
朝
の
夏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

谷
内　

真
里

栗
の
花
長
き
雄
花
の
葉
を
覆
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
野
さ
き
子

ひ
と
休
み
ベ
ン
チ
の
下
に
母
子
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
部
富
美
子

新
聞
紙
敷
き
あ
り
軒
の
燕
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
屋　

厚
子

野
歩
き
の
足
踏
む
蓬
匂
ひ
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

初
雁　

功
子

朝
日
射
す
青
梅
の
つ
や
捥
ぎ
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田　

美
子
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社会を明るくする運動
　毎年７月は “社会を明るくする運動 ”強調月間です。
　すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場に
おいて力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くため、“ 社会を明るくする運動 ” ～犯
罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～として次の活動を推進します。

・行動目標
　①犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮らすことのできる明るい地域社会を築くこと
　②犯罪や非行をした人が再び犯罪や非行をしないように、その立ち直りを支えること

・重点事項
　１�罪や非行をした人の立ち直りを支え、再犯を防止することの大切さや、更正保護の活動について、広く知っ

てもらい、理解を深めてもらうための取組
　２保護司、更生保護女性会会員、ＢＢＳ会員、協力雇用主等の更正保護ボランティアのなり手を増やすための取組
　３�犯罪や非行の防止や、犯罪や非行をした人の立ち直りには様々な協力の方法があるとことを示し、多くの人

に支え手として加わってもらうための取組
　４�民間協力者と地方公共団体と国との連携を強化しつつ、犯罪や非行をした人が、仕事、住居、教育、保健医療・

福祉サービスなどに関し必要な支援を受けやすくするためのネットワークをつくる取組
　５犯罪や非行が起こらないよう、若い人たちの健やかな成長を期する取組
※今年度は、新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を踏まえ一部活動を中止または延期をして行います。
問合せ　　さいたま保護観察所　　☎０４８－８６１－８２８７

交通事故被害者のご家族への援護金について
　埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の
交通遺児等を対象に、援護一時金を給付しています。
　※�「交通遺児等」とは、交通事故（陸海空全ての

交通機関の運行により生じた事故）により、死
亡または重い障害を負った保護者に養育されて
いる１８歳以下の子どもをいいます。

★給付対象者
　　�埼玉県内に在住する平成３１年４月１日以降に

交通遺児等となった者
　　（交通遺児等になった日現在１８歳以下）
★給付額
　　こども１人につき１０万円（１回のみ）
★給付時期
　　令和２年１１月または令和３年５月
★提出期限
　　令和２年１１月給付分
　　　　　→令和２年８月３１日（月）まで
　　令和３年　５月給付分
　　　　　→令和３年２月２６日（金）まで
★申請書類
　　各市町村、学校等で配布します。
★提出先
　　�みずほ信託銀行浦和支店に郵送またはご持参く

ださい。
　　住所：さいたま市浦和区高砂２－６－１８
　　　　　☎０４８ー８２２ー０１９１
★問合せ
　　埼玉県県民生活部防犯・交通安全課
　　☎０４８ー８３０ー２９５８

犯罪の被害に遭われた方やご家族の皆様へ
一人で悩みや問題を抱えていませんか？

【彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター】
　彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター
は、県、県警、民間支援団体の３者がワンフロアー
で支援を行っている施設です。
　犯罪の被害に遭ってお困りの方やそのご家族の
お話をお聞きし、支援内容により県、県警、民間
支援団体へワンストップで繋ぎ、犯罪による被害
の軽減と早期回復を図ります。
　総合対応電話
☎０４８－８６２－０００１（わんすとっぷ）

　　　場所：ラムザタワー３階
　　（ＪＲ武蔵浦和駅西口徒歩３分）
　県　防犯・交通安全課
　・生活問題に対する情報提供・助言など
　県警　犯罪被害者支援室
　・専門職員によるカウンセリング
　・警察の捜査や裁判の流れ等の説明など
　民間支援団体　（公社）埼玉犯罪被害者援助センター
　・法律相談、カウンセリング
　・病院や裁判所などへの付添支援など

【性暴力等犯罪被害専用相談電話「アイリスホットライン」】
　性被害に遭い、どうしたらよいかわからないな
ど、不安や悩みを抱えた方はご相談ください。守
秘義務のある専門の女性相談員が無料で対応しま
す。
　相談電話番号

☎０４８－８３９－８３４１（やさしい）
　　　　　（２４時間３６５日相談受付）

有害植物に要注意！
　山菜狩りなどで誤って有害な野草を採取し、食べたことによる食中毒が発生しています。また、有害植物によ
る食中毒で、死者も発生しています。
　食用の野草と確実に判断できない植物は、絶対に、「採らない！」「食べない！」「売らない！」「人にあげない！」
を徹底しましょう。
　家庭菜園や畑などで、野菜と観賞植物を一緒に栽培することはやめましょう。山菜に交じって有害植物が生え
ていることもあります。山菜狩りなどをするときは、一本一本よく確認して採り、調理前にもう一度確認しましょ
う。
問合せ　　東松山保健所　生活衛生・薬事担当　☎２２－０２８０
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どこかで買う「タバコ」ならタバコは「地元」で買いましょう

７
月
は
固
定
資
産
税
第
２
期
、
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
第
１
期
の
納
期
で
す

産業観光課 82-1223・税務会計課 82-1224・教育委員会 82-1230・保健センター 82-1557・包括支援センター 82-1116

多子世帯による住宅取得に補助金を交付します
　埼玉県では多子世帯（１８歳未満の子が３人以上または２人（条件付き）の世帯）を対象に住宅取得の諸経費
に対して補助を行っています。
１　補助金額　　　●中古住宅　最大４０万円
２　補助対象住宅　●中古住宅
　　　　　　　　　　・戸建住宅：床面積１００㎡以上
　　　　　　　　　　・マンション：床面積８０㎡以上または５室以上
３　補助予定件数　●中古住宅　１４０件
４　受付期間　　　●中古住宅　先着制
　　　　　　　　　　・申請受付期間：令和２年４月１日（水）～令和３年３月１５日（月）
　　　　　　　　　　　　※予算件数に達し次第、申請の受付を終了します。
５　その他　　　　●住宅供給公社助成金について（予定件数１００件：先着制）
　　　　　　　　　　・補助金の対象となる中古住宅の取得に併せて、
　　　　　　　　　　　　①親世帯と同居または近居する場合
　　　　　　　　　　　　②埼玉県内のリフォーム業者が１件２０万円（税込）以上のリフォームをする場合
　　　　　　　　　　・県の補助金に併せて上記公社の助成金が最大１０万円受けられます。
　詳しくは、県住宅課総務・民間住宅担当（℡０４８－８３０－５５６３）までお問合せください。

６月２０日～７月１９日は「ダメ。ゼッタイ。」普及運動実施期間です
　大麻・覚せい剤・麻薬・危険ドラッグなどの薬物乱用は、個人の問題にとどまらず、社会全体に計り知れない
危害をもたらします。
　薬物乱用は自分の人生だけでなく、家族や友人の人生までも狂わせてしまいます。「ちょっとなら…。」といっ
た甘い考えは命取りです。薬物乱用は１回でも「ダメ。ゼッタイ。」
　薬物乱用のない社会を実現するためには、県民の皆さんの薬物乱用防止に対する正しい理解が必要です。
　県では、「彩の国さいたま『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」として薬物乱用防止を呼び掛ける街頭キャンペーン
および薬物乱用防止を目的とする国連支援募金活動を実施します。
　正しい知識を身につけ、薬物乱用を根絶しましょう。薬物でお困りの方は、ご相談ください。
問合せ　　東松山保健所　生活衛生・薬事担当　☎２２－０２８０

「令和２年度埼玉県介護職員雇用推進事業」
参加者募集

　介護の仕事は、人を支え社会を支える、やりがい
のある仕事です。
　埼玉県では、介護施設等への就職を希望している
方に対し、介護職員初任者研修の受講から県内介護
施設等への就職までを支援しています。
１事業内容
　　①�この事業の委託先である（株）シグマスタッ

フに雇用されます。
　　②�介護職員初任者研修を受講しながら、３か月

間、県内介護施設等で紹介予定派遣として働
き、派遣期間終了後、介護施設等での就職を
めざしていただきます。

　　③�介護職員初任者研修を無料で受講でき、受講
期間中も給料が支給されます。

２対　　象　　介護の仕事をお探しの方
　　　　　　　（介護福祉士を除く）
３募　　集　　５月募集開始
４説  明  会　　６月から開催予定
　　　　　　　※�新型コロナウイルス感染拡大の影

響により研修および説明会の開催
方法が変更になる場合がございま
す。

５問  合  せ　　株式会社シグマスタッフ大宮支店
　　　　　　　（受託事業者）
　　　　　　　　　　☎０４８－７８２－５１７３
　　　　　　　事業委託元：埼玉県福祉部高齢者福祉課
　　　　　　　ＨＰ：http://www.kaigo-manabu.com/

「令和２年度埼玉県介護助手の養成・確保」
参加者募集

　介護の仕事は、人を支え社会を支える、やりがい
のある仕事です。
　埼玉県では、主に短時間での働き方を希望してい
る方に対し、県内介護施設等で介護助手として働く
ための研修の受講から就職までを支援しています。
１事業内容
　　①�介護に関する入門的研修に参加していただき

ます。
　　②職場見学・体験に参加していただきます。
　　③�個別マッチングを通して、県内介護施設等へ

の就職を支援します。
２対　　象　　�介護の仕事をお探しの６０歳未満の

方で、主に短時間の勤務を希望され
る方（介護福祉士を除く）

３募　　集　　５月下旬募集開始
４説  明  会　　６月から開催予定
　　　　　　　※�新型コロナウイルス感染拡大の影

響により研修および説明会の開催
方法が変更になる場合がございま
す。

５問  合  せ　　株式会社シグマスタッフ大宮支店
　　　　　　　（受託事業者）
　　　　　　　　　　☎０４８－７８２－５１７３
　　　　　　　事業委託元：埼玉県福祉部高齢者福祉課
　　　　　　　ＨＰ：http://www.kaigo-manabu.com/

“ 介護の仕事に興味がある皆様へ ”
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おしらせ  農地を農地以外に使用する場合には許可が必要です

納
税
は
便
利
で
安
全
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

記事の問合せは、総務課 82-1221・企画財政課 82-1254・住民福祉課 82-1226・保健衛生課 82-1777・建設課 82-1222

蚊を介する感染症の予防対策
～感染症流行地域へ渡航する場合には万全な対策を～
　これから蚊が発生する季節を迎えます。
　ウイルスなどの病原体に感染した人や動物の血
を吸った蚊に刺されることで、さまざまな感染症
にかかる恐れがあります。
　蚊が媒介する感染症にかからないためには、住
民一人一人が、感染症の流行地域で蚊に刺されな
い、住まいの周囲に蚊を増やさない対策をするこ
とが重要です。
○�感染症流行地域では、蚊に刺されないようにし
ましょう。
・�海外へ渡航する際には、渡航前に現地での流行
状況を把握しましょう。もし蚊を媒介とする感
染症の流行地域へ渡航される場合には、蚊に刺
されないように万全な対策をしましょう。
・�屋外の蚊が多くいる場所で活動する場合は、で
きるだけ肌を露出せず、虫よけ剤を使用するな
ど、蚊に刺されない対策をしましょう。
○�住まいの周囲に、蚊を増やさないようにしまし
ょう。
・�蚊は、植木鉢の受け皿や屋外に放置された空き
缶に溜まった雨水など、小さな水たまりで発生
するので、日頃から住まいの周囲の水たまりを
無くすように心がけましょう。
※�蚊の活動はおおむね１０月下旬頃で終息します。
これらの対策は１０月下旬頃までを目安に行い
ましょう。

問合せ
■　蚊媒介の感染症に関すること
　担当：保健医療部保健医療政策課
　　　　感染症・新型インフルエンザ対策担当
　　　　☎０４８－８３０－３５５７
■　蚊の防除に関すること
　担当：保健医療部生活衛生課
　　　　環境衛生・ビル監視担当
　　　　☎０４８－８３０－３６０６

乳幼児健康診査
日　時　７月２１日（火）
　　　　午後１時～１時３０分受付
場　所　保健センター
対象者（生年月日）�　
３～４ヶ月児： ２０２０年　２月２０日～

２０２０年　４月２１日
６～７ヶ月児： ２０１９年１１月２０日～

２０２０年　１月２１日
９～ 10ヶ月児： ２０１９年　８月２０日～

２０１９年１０月２１日
１歳６ヵ月児： ２０１８年１１月２０日～

２０１９年　１月２１日
２歳６ヵ月児： ２０１７年１１月２０日～

２０１８年　１月２１日
３歳６ヵ月児： ２０１６年１１月２０日～

２０１７年　１月２１日
持ち物　�３～４ヶ月児、６～７ヶ月児、９～１０

ヶ月児：母子手帳、問診票、バスタオル
１歳６ヶ月児、２歳６ヶ月児、３歳６ヶ
月児：母子手帳、問診票、普段使ってい
る歯ブラシとコップ、バスタオル

※バスタオルは診察時に使います。
※前回受診できなかった方もお出かけください。
※対象者には個別通知いたします。
問合せ　保健センター　☎８２－１５５７

自衛隊からのお知らせ
【一般曹候補生採用男女試験】

年　齢　１８歳以上３３歳未満の者
受　付　７月１日（水）～９月１０日（木）
試験日　一次：９月１８日（金）～２０日（日）のいずれか１日
　　　　二次：１０月９日（金）～１４日（水）のいずれか１日

【航空学生】
年　齢　海：１８歳以上２３歳未満の高卒の者（見込可）
　　　　空：１８歳以上２１歳未満の高卒の者（見込可）
受　付　７月１日（水）～９月１０日（木）
試験日　一次：９月２２日（火）
　　　　二次：１０月１７日（土）～２２日（木）のうち指定する１日
　　　　三次：【海】１１月２０日（金）～１２月１６日（水）

のうち指定する１日
　　　　　　��【空】１１月１４日（土）～１２月１７日（木）

のうち指定する１日
※�一部期日等で変更がある場合がありますので、
細部はお問合せください。

問合せ　自衛隊埼玉地方協力本部熊谷地域事務所
　　　　☎０４８－５２２－４８５５

埼玉県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
　専用ダイヤル　☎０４８ー８３１ー２７７７
　（午前９時から午後５時：土日、祝日を除く）
　・�旧優生保護法に基づき、昭和２３年９月１１

日から平成８年９月２５日の間に優生手術を
受けた方に一時金が支給されます。

　・�対象者、手続きの確認等については、埼玉県
の専用ダイヤルにお問合せください。

　＜県担当課＞
　　埼玉県保健医療部健康長寿課

２つのジャンボ　ラッキージャンプ！
サマージャンボ宝くじは　１等・前後賞合わせて７億円！！

～サマージャンボミニ１０００万円と同時発売～
　この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよ
いまちづくりに使われます。

【サマージャンボ】
　１等　　５億円×２１本
　前後賞各１億円×４２本
　（発売総額６３０億円・２１ユニットの場合）

【サマージャンボミニ】
　１等　　１，０００万円×８０本
　（発売総額２４０億円・８ユニットの場合）
発売期間　　７月１４日（火）～８月１４日（金）
抽選日　　　８月２１日（金）
支払開始日　８月２６日（水）
※�昨年のサマージャンボ宝くじ（第８００回全国
自治宝くじ）、およびサマージャンボミニ（第
８０１回全国自治宝くじ）の時効（令和２年８
月１８日（火））が迫っておりますのでお忘れな
く！
※�サマージャンボは、近くに宝くじ売り場がなく
てもネットで購入できます！
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和紙の里コーナー

問合せ　和紙の里☎８２－１４６８

９木 わしのカフェ

16 木 心配ごと相談・行政相談

23木 海の日

24金 スポーツの日

31 金 小中学校終業式

（７月） ＊紙漉き体験再開のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため自粛しておりました、紙漉
き体験および見学を６月２１日（日）
より再開いたしました。
　なお、そば打ち体験および宿泊につ
いては今後の状況を見て判断いたしま
すので再開まで今しばらくお待ちくだ
さい。
※�事態の状況により、営業等の予定
が変更になる場合がございます。
詳しくはホームページ等でご確認
ください。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、ご理解をお願いいたします。

〇心配ごと相談・行政相談　合同相談所
日　時　　７月１６日（木）
　　　　　午後１時～３時
場　所　　役場１階中会議室
内　容　　日ごろのご近所トラブル
　　　　　身近な心配ごと　等
　　　　　 また、行政に対する疑問や問題など

ありましたら「行政相談」でご相談
ください。

　　　　　どんなことでもお聞きします
問合せ　　社会福祉協議会　☎８２－１２３８
　　　　　総務課　　　　☎８２－１２２１

７月の相談窓口

７月の休日当番医

※�近年、日曜日の診療を行っている医院等が多くなってきたため、昨年４月より休日当番医は祝日および祝日の振替
日のみの紹介となりました。日曜日に診察を行っている医院等については村ホームページをご参照ください。

月　　　日 曜日等 医療機関名 診療科目 所在地 電　　　話
　７月２３日 祝（木） 上野医院 内科・外科 滑川町羽尾１０７７ ☎ 56-2508
　　　２４日 祝（金） 榎本耳鼻咽喉科 耳鼻科 東松山市材木町２－２９ ☎ 22-3478

〇相談員による消費者相談
日　時　　毎週金曜日
　　　　　午前１０時～午後３時３０分
場　所　　産業建設課
内　容　　 クーリングオフ等のお買い物トラブ

ルや「これって詐欺じゃない？」と
いった疑問に応じます。

　　　　　最近、訪問販売の詐欺が急増中！
　　　　　だまされる前にまず相談を！！
問合せ　　産業建設課　☎８２－１２２３
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ちいきおこしきょうりょくたいつうしんちいきおこしきょうりょくたいつうしん
東秩父村を全力応援！！

～２名の活動報告・お知らせ～

高野隊員

子育て支援センターだより（７月）

※時間は全日午前１０時～１１時３０分です。
※ 子育て支援センターの利用時間は午前９時～午後４時です。

期　　　日 事　業　名 場　　　所 内　　　容
　１日（水）のびのび広場

子育て支援センター

七夕飾り
　８日（水）あそびの教室

水あそび１５日（水）
のびのび広場２２日（水）

２９日（水）

　子育て支援センターは就学前のお子さんと保護者の方が気軽に参加
できるサロンです。
　１歳未満のお子さんも大歓迎です！

問合せ　子育て支援センター　☎８２－０６０１

　今後の新型コロナウイルス感染症拡
大防止の状況により、予定が変更とな
る場合があります。
　その際には、電話による発育相談等
の子育てに関するお悩み相談は受け付
けております！！
　お子さんが家でできる発育を促す楽
しい遊び方や、日ごろの生活内容など、
子育て支援センター職員が親身にお聴
きします。どうぞお電話ください！！

吉田隊員

　高野（たかの）晃一です。山菜である「のごんぼう」について、今年度
４月から奥沢地域起こし委員会の方と一緒に種まきや苗の植え替え、畑へ
の定植作業など、栽培の面に関してもお手伝いをさせていただきました。
６月６日（土）から、農産物直売所（道の駅 和紙の里ひがしちちぶ内）
にて天ぷら用の生葉の販売を開始し、出荷初日当日には、１枚１枚丁寧に

葉を収穫し、パック詰めを行いました！
　多くの方に興味を持ってもらえるようパッ
ケージを考え、売り場にものごんぼう PR のチ
ラシや説明の POP を置かせていただくなど工夫
をしました♪
　土日限定の販売となりますので、のごんぼう
の天ぷらを食べたことがない方は、この機会に
ぜひお試しください！

　吉田です。５月 30 日から和紙の里の営業が再開しました。自粛期間中、
紙について考えながら和紙の里を訪れて日頃見ることができない作業や新
たな試みに触れることができました。大きな木枠に原料を流して作った紙
や作品は、和紙の里玄関を入ったギャラリーで見ることができます。また
新商品の試みも行われ、商品作りの現場を見させていただきました。
　この他農業委員会で坂本の畑にトロロアオイの種をまくというのでお手

伝いに伺いました。和紙の里でも楮とトロロアオイとミツマ
タを育てています。和紙原料の栽培から製品までを手掛けて
いる東秩父村について、協力隊の活動で PR していきたいと
考えています。
　５月の末に旧白石分校で朝顔の種をまきました。夏にはた
くさんの花が咲くと思いますので楽しみにしていてください。

「朝顔プロジェクト」として花を使った染め紙をやってみたい
と考えています。 楮・トロロアオイ・ミツマタ

こ
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が

目
印
で
す
！
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～村民カメラマンを募集します～
　村の風景を撮影してくださる方を募集しております。集
まった中から、広報「東ちちぶ」の表紙として数点を採用さ
せていただく予定です。皆さまのご応募お待ちしております。
　　　　　　　　　　送付先：〒３５５－０３９３
　　　　　　　　　　　　　　東秩父村大字御堂６３４
　　　　　　　　　　　　　　東秩父村役場広報担当　宛
　　　　　　　　　　問合せ：☎８２－１２２１
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